
日本国内で運用・管理される低軌道衛星コンステレーションを活
用した衛星ダイレクト通信サービスを提供する事業者に対して、
衛星コンステレーションの構築に必要となる、
①衛星の調達
②衛星の打上
③地上設備の整備
への補助を行う。

自律性確保に向けた低軌道衛星インフラ整備事業

 今後社会経済活動を支える新たな基盤となる低軌道衛星通信サービスの自律性確保に向けて、日本国
内で運用・管理される低軌道衛星通信インフラを整備する。

総務省所管 令和７年度補正予算 1,500.0億円
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※既存のデジタルインフラ整備基金へのメニュー追加

＜補助対象＞


	自律性確保に向けた低軌道衛星インフラ整備事業

